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前  文 

 

 この計画は、国土の利用の基本理念に即して、公共の福祉を優先させ、健康で文化

的な生活環境の確保と国土の均衡ある発展を図ることを目的として、土地基本法第１

１条第１項及び国土利用計画法第８条の規定に基づく本町の区域における国土（以下

「町土」という。）の利用に関し、必要な事項を定めた計画（以下「辰野町計画」と

いう。）です。 

 辰野町計画は、国土利用計画法第５条及び第７条の規定により、それぞれ定められ

た全国計画及び長野県計画を基本とし、さらに、辰野町総合計画の基本構想（以下

「基本構想」という。）に即するものとします。 

 なお、辰野町計画は、長野県計画の改定、本町の基本構想の改定、さらに社会経済

情勢等に大きな変動があった場合においては、必要に応じて見直しを行うものとしま

す。平成 27年度に基本構想が見直され、辰野町計画も計画の中間年にあたることから見

直しを行いました。 
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第１ 町土の利用に関する基本構想 

 

１．町土利用の基本方針 

  

（１）基本理念 

町土は、現在及び将来における町民のための限られた資源であるとともに、

生活、生産を行うための共通の基盤であり、恵まれた自然環境は貴重な財産

です。 

したがって、町土の利用に当たっては、町民の理解と協力のもとに、公共

の福祉を優先させ、かけがえのない郷土の自然を守り、歴史と伝統に培われ

た文化を背景に、地域の自然的、社会的、経済的及び文化的条件に配慮して、

健康で明るく住み良い生活環境の確保と町土の均衡ある発展を図ることを基

本理念として、状況変化に的確に対応した土地利用を総合的かつ計画的に行

うものとします。 

「基本構想」では、辰野町のまちづくりの基本として、次のような将来像、

まちづくりの合い言葉を設定しています。 

 

将来像 

『ひとも まちも 自然も輝く 光と緑とほたるの町 たつの』 

 

まちづくりの合い言葉 

『住み続けたい 帰りたい 住んでみたいまち たつの』 

 

それらの構想実現の基本的考え方として以下のように設定しています。 

かけがえのない自然と共生し、町民と事業者と行政の 

              協働による「まちと活力と暮らし」づくり 

このような基本理念に基づき、住民合意、協働によるまちづくりを進めな

がら、総合的かつ計画的な土地利用を推進していきます。 

 

（２）本町の特性 

本町は、南アルプスと中央アルプスに挟まれた伊那谷の最北端に位置し、

東経１３７度５９分、北緯３５度５８分と日本列島のほぼ中央に当たります 。

総面積は約１６９．２０Ｋ㎡を有し、東西約１９．６Ｋｍ、南北約１７．０

Ｋｍ、周囲約７３．０Ｋｍで、そのうち約８６％が森林であり、農地等を合
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わせた自然的土地利用は約９４％となります。北は塩尻市及び岡谷市、西は

塩尻市、東は諏訪市、南は箕輪町及び南箕輪村にそれぞれ接しています。 

北から天竜川が流れ、中央アルプスを源流とする横川川と町の中央部で合

流しており、両河川沿いには数段の河川段丘が良好に発達し、段丘面上は主

に水田や畑として利用されています。町の中心市街地は天竜川と横川川の合

流点に形成された段丘面上にあり、他の集落は各河川に沿って発達していま

す。 

 交通網については、伊那都市圏、松本・塩尻都市圏、諏訪・岡谷都市圏の

中間に位置し、この３方の分岐点となっています。天竜川の西側に一般国道

１５３号が、東側に主要地方道伊那辰野（停）線及び下諏訪辰野線が並行し

て走っています。また高速自動車国道中央自動車道（西宮線）が走り、南部

に伊北インターチェンジがあり、県都長野市へは約１００Ｋｍ、首都圏・中

京圏・北陸圏へは約１７０Ｋｍから約２００Ｋｍの地にあり、３圏を結んだ

大環状網の中央に位置しています。ＪＲ中央線は町の北部を東より北に走り

塩尻方面へ、ＪＲ飯田線は天竜川沿いに伊那方面に南下しています。 

地形については、木曽山脈の最北部を占める天竜川以西の山地、伊那山地

の北部を占める天竜川以東の山地、北に高ボッチ山から連なる大城山等の３

方の山地と、伊那盆地の最北部に当たる天竜川沿岸の平坦地と大きく４つに

分けられます。各山地の尾根と尾根の間には天竜川、横川川支流の河川が流

れ、狭い谷部に細長く集落と農業地帯が形成されています。 

気候状況は、比較的温和で柔らかみをおびていますが、２，０００ｍ級の

山を持ち、各河川を中心とした細長い盆地を形成しているため非常に複雑な

分布状態を成しています。一般的には気温の日較差、年較差は大きく降水量

の少ない内陸性の気候を呈し、冬乾燥、夏多雨の太平洋側の気候状態は比較

的住み良い条件です。 

 

（３）現状 

 本町の町土利用を取り巻く現状は、人口については昭和６０年を境に急速

に減少しています。特に平成２年から１７年までの減少が顕著であり、１５

年間で２，１００人、約９％減少しています。また、高齢化についても進ん

でおり老年人口（６５歳以上）の占める割合は平成１７年で２６．５９％と

なり、平成７年に比べ約６％増加しています。それに伴い農村地域において

は、担い手不足、有害鳥獣被害などにより耕作放棄地の増加が見られ、森林

地域においては、森林整備の遅れ等が見られます。 
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 市街地においては社会・経済情勢の変化に伴い、中心市街地の空洞化が進

んでいます。特に辰野駅周辺の下辰野地区の減少が顕著です。市街地周辺部

においては、農地部への宅地のにじみだしも見られます。 

 経済・産業では、企業誘致を積極的に推進してきた結果多くの企業の進出

がありましたが、社会・経済情勢の変化により今後の企業誘致は困難が予想

されます。 

 また、地球温暖化等、環境の変化による局地的な豪雨等による災害の発生

や、地域住民のつながりの希薄化等による社会防災力低下が懸念されていま

す。 

 一方、協働のまちづくりの推進により地域の景観づくりや里山整備など、

地域住民やボランティア団体等の積極的なまちづくりへの参画が見られるな

ど、町民のまちづくりに対する意識が高まってきています。 

 

 （４）課題 

 町土の利用に当たっては、平坦地の少ない本町にとって、土地需要の調整

及び町土の有効活用に努めることは特に重要なことです。 

 今後は、開発すべき区域を選択し投資を集中させた土地の有効利用、再利

用を図ることや、市街地を中心とした既存の公共施設を活用したまちづくり

を進めることなど、都市、農山村、自然が共生する土地利用の実現が求めら

れています。 

 さらに、今後人口減少、少子高齢化による町土の管理水準の低下から、町

民、所有者、地域、各種団体、ＮＰＯ法人や企業等多様な主体と行政との協

働によって持続可能な町土の管理利用を行うことが必要となっています。 

 また、住民意向アンケート調査によると、「自然との共生」や「森林環境

の保全と活用」への取り組みについて満足度、重要度ともやや高くなってい

ます。また、「地球環境を守る」ことに対しては９１％が重要と回答してお

り自然環境の保護保全への取り組みが重要と考えられます。「まちの活動を

支える交通体系を整備する」については重要度は高いものの現在の取り組み

への満足度は低くなっており、道路整備などの交通網についても積極的に取

り組んでいくことが求められています。「今後町が特に力を入れるべき分

野」についての問いには、防災対策が上位にあげられており、土地利用の観

点からも更なる防災に対する配慮が求められています。以上のアンケート結

果も踏まえた土地の有効利用を図っていく必要があります。 
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 （５）町土利用の基本方向 

 限られた町土を有効利用していく観点から、利用目的に応じた区分（以下

「利用区分」という。）ごとの土地需要の量的調整を行うとともに、県や周

辺市町村と連携を図りながら、町の将来像を実現していくため、町土の安全

確保、環境保全、有効かつ多面的利用を促進します。 

 

ア 土地需要の量的調整 

 土地需要の量的調整に当たっては、基本構想に掲げた町の将来像の達成  

に必要な土地需要に対応するとともに、限られた町土の有効利用を図りま

す。 

 住宅地等の都市的土地利用については、良好な都市景観に配慮した土地

の高度利用の促進や、未利用地の有効利用を推進するとともに、計画的に

開発誘導を進めることにより、快適で魅力ある住宅地、市街地形成を図り

ます。 

 農村部及び山村部の土地利用については、農山村集落の維持、活性化を

促進するため、優良農地の保全と開発との調整を図るとともに、農用地と

宅地が混在する地域における計画的かつ適切な農地の利用を進めます。 

また、農用地、森林、宅地等利用区分相互の土地利用転換に当たっては、 

復元の困難性等を考慮し、計画的かつ慎重に行うものとします。 

 

イ 土地利用の質的向上 

 本町は平坦地が少なく、天竜川をはじめ多くの河川を有しており、災害

への十分な備えが必要です。災害に強い安全なまちづくりのため、治山、

治水、砂防事業の推進等の防災に加え、減災の視点に立った適正な町土利

用を基本として災害対策を進めるとともに、市街地においては、交通安全

や公害防止等に配慮した土地利用の誘導や都市基盤整備により、安心、安

全に生活できる環境づくりを進めます。 

また、美しい町土を形成するため、自然環境の保全、歴史的風土の保存、

公害防止等に配慮し、都市地域においては土地の高度利用等により、ゆと

りある環境を確保し、農山村地域においては地域の活性化を図りつつ緑資

源の確保及びその積極的活用を進める等、地域の自然的及び社会的条件に

適応した町土の形成に努めます。 
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ウ 町土利用の総合的なマネジメント 

 限られた町土であるので、土地利用をめぐる様々な関係性や多様な主体

のかかわり、その影響の広域性を踏まえ、地域間の適切な調整や町土利用

の基本的な考え方についての合意形成を図ります。  

 また、町土の均衡ある発展と良好な環境維持確保に努めるため、適正な

土地利用の規制、誘導を行い、防災や景観、居住環境と生産環境の調和等

に配慮しながら、住宅地、工業地等の都市的土地利用と農用地、森林等の

自然的土地利用の均衡のとれた秩序ある土地利用を進めます。
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２．利用区分別の町土利用の基本方向 

 

 （１）農用地 

 農用地については、農家人口の減少と混住化が進み、また過疎化や高齢化

の進行により、遊休農地や農業以外への土地需要が増加しており、優良農地

が年々減少しています。そのため、食料自給率の向上や農産物の安定供給に

向け、「所有」から「利用」の促進を重視する国の農地制度改革の方向に沿

い、効率的な利用と生産性の向上を促進し、必要な農用地の維持、確保を図

ります。 

 また、都市計画法の用途地域内にある農地や、住宅地などにある農地につ

いては、周辺との調和に配慮し、用途区分に即した都市的土地利用への転換

を推進します。 

 耕作放棄地の発生防止のため、円滑な利用権設定を通じた農用地の利用集

積や、集落営農の推進等の取り組みに加え、多様な主体の直接的・間接的な

参加の促進を図ります。 

 

 （２）森林・原野 

 森林については、木材生産などの経済的機能及び災害防止、水源かん養、

町土の保全、大気の浄化、地球温暖化防止等の公益的機能を十分に発揮でき

るように、また、野生鳥獣対策も考慮した森林の保全と整備を図ります。特

に、荒神山等の都市部及びその周辺の森林、樹林地については、町民にとっ

て貴重な緑地でもあり、良好な生活環境を確保するため積極的に保全、整備

をします。 

 原野については、景観、自然環境保全及び水資源かん養に配慮し、地域の

特性を考慮しつつその保全及び有効利用を図ります。 

 

 （３）水面・河川・水路 

水面・河川・水路については、災害防止のための河川整備や、砂防施設の

整備により、安全性の確保に努めるとともに、水資源と水源地の保全、

河川、農業用水路等の整備に要する用地の確保を図ります。 

また、整備に当たっては、災害の防止を基本におき、親水的要素を持った

水辺空間の維持、創出に努めるなど多面的利用に配慮します。 
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 （４）道路 

 道路については、交通の円滑化と安全性を確保し、地域間の交流・連携を

促進するため、幹線道路や生活道路の整備に必要な用地を確保します。 

 国道、県道等の主要幹線道路については、人的、経済的交流に果たす役割

が大きく、町土の有効利用を促進する上で最も重要な施設です。近隣の市町

村の道路網との調和に配慮しながら、町全体の道路網の整備計画を立て、こ

れに必要な道路整備を進めます。 

 整備に当たっては、安全性、快適性、防災機能に配慮した整備を推進する

とともに沿道緑化の推進等により、町民、ボランティア団体等の多様な主体

との協働により、良好な沿道環境の保全、創出に努めます。 

 住民の日常生活に密着する生活関連道路については、安全で快適な生活基

盤を確保するため、住民の要望に十分配慮し通過交通と生活交通の分離を図

りながら整備を進め、改良整備に必要な用地の確保を図ります。また、適切

な維持管理・更新により既存用地の持続的な利用を図ります。 

  農道、林道については、農林業の生産性の向上、農用地、森林の適切な維

持、管理を図るため、自然環境の保全に十分配慮して、必要な用地の確保、

整備を進めます。 

 都市計画道路等については、当初計画後の状況変化や住民要望の変化等に

対応できるよう必要に応じて、計画の見直しを検討します。 

 

 （５）住宅地 

  住宅地については、人口・世帯数の動向や高齢化の進行等に対応し、民間

活力を主体として、特に都市計画法の用途地域内にある残存農地等の利用促

進を図ります。これらの開発に当たっては、良好な居住環境の確保に配慮す

るとともに、地区計画及び緑化協定などにより、緑豊かな住宅環境の誘導、

公共の空き地確保及び防災面に配慮した環境整備を進めます。 

 都市部については、未利用地の有効利用を基本とし、都市計画法の用途区

分に応じた土地利用の促進に努め、既存住宅地における居住環境の改善整備

を進めるとともに、市街地周辺の住宅地開発に当たっては、土地利用の混在

を防止するため、市街地の住居系用途地域への誘導を促進します。また、地

区計画等により緑豊かな住宅環境の誘導や、土地の高度利用による防災面に

配慮した環境整備を図ります。 

 農村部及び山村部については、農用地の無秩序な宅地化を防止するため、

既存の中心集落に近接する区域への誘導を図るとともに、空き家の有効活用
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や地域の事情にあった住宅地の整備を進めます。また、農村集落の健全なコ

ミュニティーを維持することが重要であり、快適な居住環境と生活環境の形

成を図り、定住化を促進します。 

 

 （６）工業用地 

 工業用地については、産業構造の変化や工業地需要に的確に対応しつつ、

高度加工技術企業、健康長寿関連企業など当町だけでなく、上伊那広域で連

携した工業用地の確保を行い、その整備については、周辺の生活環境や自然

環境に配慮し、他の土地利用との調整を図ります。また、既存企業の移転に

伴う工場跡地等については、土壌汚染の調査や対策を講じるとともに、土地

の有効活用に努めます。 

 地域の活力が維持出来るよう、企業誘致の推進、企業間の連携や技術融合

の促進、産学官連携の強化、人材の育成や確保の支援、起業者支援等によっ

て新産業の創出を図り、これに必要な土地を確保します。 

 

 （７）その他の宅地 

 市街地の活性化や、良好な環境の形成に配慮しつつ、空き店舗、空き地等

の低未利用地の有効活用を図ります。あわせて、市街地整備と商業等が一体

となった整備を積極的に進め、店舗等の集約的な立地により魅力ある商店街

が形成されるよう用地の有効活用を図ります。また、新たな商業ゾーンを構

築するための必要な用地の確保します。 

 主要な幹線道路沿いについては幹線道路整備と併せ、良好な環境に配慮し

つつ、広域交通の利便性を活かした流通業務、沿道サービス施設の適正立地

と、観光性を備えた商業機能の強化のため、必要な用地の確保に努めます。 

 

 （８）その他 

 上記以外の主な利用区分として、公園緑地、学校、スポーツ施設等公用、

公共用施設用地については、豊かな生活を求める基礎的なものであるため、

町民生活の向上及びニーズの多様化を踏まえ、環境及び景観の保全に十分配

慮し、広域的連携を視野におき、基本構想に基づき計画的に必要な用地の確

保を進めます。 

 施設の整備については耐震性等を含めた耐災性を確保するとともに、災害

時に施設活用ができるよう考慮します。 

 低未利用地について、都市及びその周辺地域については新たな宅地や公園
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緑地として、工場用地の需要がある場合には工業用地として優先的に活用を

図ります。耕作放棄地については、農用地として活用できるものについては、

基盤整備や農業の担い手への利用集積の促進等により土地の有効活用を図り

ます。また、活用が困難なものについては、森林や宅地等へ計画的に転換す

るなど有効利用を図ります。
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３．地域類型別の町土利用の基本方向 

 町全域の土地利用は、市街地、田園集落山間地域、自然環境保全地域の３地域に大

別し、それぞれの地域別に次の基本方向に基づき今後の土地利用を進めます。 

   

 （１）市街地 

 市街地は、都市計画の用途地域が指定されている地域です。地域区別では

宮木地区、辰野地区、平出地区、中部地区の一部と南部地区の一部が該当し

ます。 

 市街地における環境を安全で快適なものとすることが重要となっており、

住民に優しいきめ細かなまちづくりを進めるために、快適で利用しやすい空

間を確保します。 

 自然環境や防災に配慮した土地利用を進めるため、道路、公園緑地、河川

等土地防災機能の整備に努め、災害に強いまちづくりを進めます。また、中

心市街地については都市景観の保全に配慮しながら、空き家、空き地、空き

店舗等の有効利用を図り、各種計画、事業と一体的に市街地活性化施策を推

進することにより、人々が集い、にぎわい、活力ある中心市街地の形成に努

めます。 

 

 （２）田園集落山間地域 

 田園集落山間地域は、市街地と森林区域間の田園地帯及び中山間地です。

町内のほとんどの地域が該当し、地域区分別では、小野地区、川島地区、中

部地区、東部地区に広く分布しています。 

 生産と生活空間が調和した田園景観を維持し、営農条件の向上や定住人口

の確保を図るため、各種計画、事業と併せ計画的な土地利用を図ります。 

 集団化された優良農地については、将来にわたり生産性の維持、向上を目

指した保全を図るため、農業の担い手育成と組織化、法人化などにより、効

率的かつ安定的な経営体へ農地の集積を図ります。また、高付加価値型農業

を取り入れ、農業基盤整備等を進めるとともに、農村の良さを実感できるグ

リーンツーリズムや観光農業等の施策を展開し、地域の活性化を促進します。 

 地域内の既存農山村集落については、散在的な住宅地の開発を避け、集落

の隣接地域に誘導し、既存の集落環境との調和や、恵まれた自然環境に配慮

しつつ、生活基盤の整備を積極的に進めるとともに、集落の活性化、健全な

コミュニティの維持、形成を図ります。 
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 （３）自然環境保全地域 

 自然環境保全地域は、町内全域に分布し、町土の約８６％を占める森林地

域一帯です。地域区分では、小野地区、川島地区、東部地区に特に広く分布

しています。 

 この地域は町土の保全、水源かん養や景観を高めるなど、様々な機能を有

しています。地球温暖化など環境保全が地球規模の課題となっている中で、

豊かな緑を創出する地域として、必要な森林の確保及び整備を行うとともに、

広大な森林資源の新たな活用に積極的に取り組みます。また、森林地域の開

発の際には、水害などの災害の防止、水資源の確保、環境保全に配慮し、森

林としての機能保持のために最小限の伐採に留めます。 
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第２ 町土利用区分ごとの規模の目標及びその地域別の概要 

 

１．町土の利用区分ごとの規模の目標 

 

 （１）目標年次及び基準年次 

目標年次 平成３２年度（西暦２０２０年度） 

基準年次  平成１９年（西暦２００７年） 

なお、平成２７年を中間年次とする。 

 

 （２）目標年次における人口及び世帯数 

    ア 人口動態に関する指標の維持水準人口  １８，８６１人 

    イ 目標世帯数  ７，９００世帯 

 

 （３）利用区分 

 町土における利用区分は、農用地、森林、原野、水面・河川・水路、道路、

宅地、その他の地目別区分及び市街地（人口集中地区）とします。 

 

 （４）規模の目標の設定方法 

 利用区分ごとの現況と変化についての各種調査に基づき、将来人口等を前提

とし、過去の推移及び将来の変化等の見通しに基づいて予測し、土地利用の実

態との調整を行い定めます。 

 

 （５）目標年次における規模の目標 

平成３２年度の利用区分ごとの規模の目標は、別表のとおり見込まれます。 

なお、この数値については、今後の経済社会の不確定さなどを考慮し、弾力的

に理解されるべき性格のものです。 

 

 



−13− 

 

（別表）利用区分ごとの規模の目標 

 

（単位：ｈａ・％）   

※平成２６年全国都道府県市町村別面積調（平成２６年 国土交通省国土地理院）にて 

 変更。

面 積 面　積 構成比 構成比

981 950 △ 31 △ 3.2 5.8 5.6

981 950 △ 31 △ 3.2 5.8 5.6

0 0 － － 0.0 0.0

14,479 14,498 19 0.1 85.7 85.7

30 30 0 0.0 0.2 0.2

314 312 △ 2 △ 0.6 1.9 1.8

363 377 14 3.9 2.1 2.2

524 558 34 6.5 3.1 3.3

322 341 19 5.9 1.9 2.0

93 96 3 3.2 0.6 0.6

109 121 12 11.0 0.6 0.7

211 195 △ 16 △ 7.6 1.2 1.2

16,902 ※16,920 18 0.1 100.0 100.0

159 162 3 1.9 0.9 1.0市街地

宅地

住宅地

工業用地

その他宅地

その他

合計

基準年
（平成19年）

目標年
（平成32年度）

農用地

道路

利用区分 増 減 増　減　率

農地

採草放牧地

森林

原野

水面・河川・水路
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２．地域別の概要 

 

 （１）地域区分 

地域区分は、町土における自然的、社会的、歴史・文化的条件を考慮して、

８地区に区分し、地域の特性を活かした計画的な土地利用を推進し、町土の

均衡ある発展を図ります。 

  

ア 小野地区 

イ 川島地区 

ウ 中部地区（唐木沢、上島、今村、宮所、小横川、上辰野地区） 

エ 宮木地区 

オ 南部地区（新町、羽場、北大出地区） 

カ 平出地区 

キ 東部地区（樋口、赤羽、沢底地区） 

ク 辰野地区
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 （２）地域別土地利用 

      

     地域別土地利用の概要は次のとおりです。 

 

ア 小野地区 

 本地区は都市計画区域外に位置し、農業地域と森林地域によって形成され

ています。本地区は広大な森林に囲まれ、国道１５３号、県道楢川岡谷線周

辺に良好な農地と集落地が形成されており、豊かな自然に恵まれた地区です。 

 また、小野宿や矢彦神社等をはじめとする歴史的建物が多く存在し、旧街道

沿いには自然景観と調和のとれた、のどかな農村集落地が形成されています。

そのため、自然景観の保全・活用を図るとともに、歴史と文化に彩られたの

どかさのある、集落地環境の整備を進める必要があります。 

 国道１５３号沿いは集落、農地等が連なり、地区の南北を縦断して、集落

と人を結びつける重要な役割を果たしています。交通量も多いことから辰野

町を印象づける魅力ある沿道景観を創出する必要があります。 

 森林地域の中には自然とふれあえる観光地として、しだれ栗森林公園があ

り、観光地として町民をはじめとする多様な人々に、うるおいとやすらぎを

与えてくれるため、一層の整備・充実を進める必要があります。 

 

イ 川島地区 

 本地区は都市計画区域外に位置し、横川川と県道川上唐木沢線に沿って良

好な農地と集落が形成された農山村地域であり、美しい山並みや田園景観等

と調和し、環境の整った良好な集落地が形成されています。しかし、山間部

においては遊休荒廃地の増加が顕著なため、その解消に向けて、基盤整備や

農業の担い手への利用集積の促進等により、土地の有効利用を図る必要があ

ります。 

 森林地域の中には自然とふれあえる観光地として、横川渓谷周辺があり、

また近年では、農業体験や生活の知恵を学ぶ施設として、農業ふるさと公園

が整備され、町民をはじめ多くの人々にうるおいとやすらぎを与えており、

今後さらに、人々の交流を育む観光地として、一層の整備・充実を推進する

必要があります。 

  

ウ 中部地区 

 本地区は都市計画区域の北部に位置する上辰野地区、唐木沢地区と国道１
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５３号沿いに細長く形成された沿道地区である宮所地区、今村地区、上島地

区と小横川川流域に形成された集落地域である小横川地区からなる狭いなが

らも城山を中心に変化の富んだ地域です。地域のほとんどが山林で、住宅地

は国道１５３号沿いの集落と小横川川沿いの集落、そして北西部と南部に形

成されています。 

 上辰野地区の住宅地のほとんどは市街地であり、一部は北部土地区画整理

事業区域に含まれており、都市計画公園羽場崎公園、堂村公園、辰野球場、

下辰野公園等の緑地が多く存在しています。 

 市街地内の住宅地は、地形上の制約から利便性が悪く、土地利用が思うよ

うに進まないのが現状であり、未利用地が数多く残存しているため有効利用

が課題です。しかし、町道中道線の整備が行われ、利便性が高まったため、

今後は宅地として利用促進を積極的に図ります。 

 本地区は、辰野駅前商店街に近接していることから、辰野地区と一体的な

商業地としての土地利用の整備も図る必要があります。また、自然と調和し

た緑豊かな住宅地の整備・誘導が求められる地区でもあります。 

 

エ 宮木地区 

 本地区は、ほとんどが市街地に含まれています。地区の中央を国道１５３

号が縦断しており、この国道１５３号から主要地方道、都市計画道路によっ

て各地区へと結んでいます。そのため、町における交通の要衝であるととも

に、中心市街地の玄関口として重要な役割を果たしています。 

 地区内の西には、北・南湯舟団地、富士塚団地等があり、北は北部土地区

画整理事業区域の一部に含まれており、良好な住宅地として利用されていま

す。国道１５３号沿道には遊興施設や商用施設等と住宅が混在している沿道

型土地利用がなされ、主要地方道下諏訪辰野線沿道には商店街が形成されて

います。  

 また、本地区には役場、病院、学校等の公共施設や工場等が数多く立地し

ており、住工混在地区も見られます。今後、様々な事業着手に向けた検討が

進められ、新たな土地利用の可能性が期待されています。しかし、市街地内

に農地が点在している地区もあり、土地の有効利用への誘導も必要です。 

 本地区は、住宅、商業、工業、公共施設等多様な都市機能が集積しており、

計画的な土地利用の整備・誘導を図るとともに、水と緑の創出による良好な

市街地整備が求められる地区となります。 
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オ 南部地区 

 本地区は、町の南部に位置し、市街地と農業地域に分かれています。 

また、北大出地区は伊北インターチェンジに隣接しており、辰野町の玄関

口として重要な地区でもあります。 

 新町地区は、住宅地として主に利用されています。しかし、地区の西と東

の一部について、土地区画整理事業で整備されたものの、地形上の制約や都

市基盤整備の立ち後れから思うように土地利用が進まず、農地等の用途混在

や、耕作放棄地等未利用地が分布しています。今後、有効利用のため住宅地

への誘導が必要となります。その他、住宅地として形成されている場所は、

伊那新町駅前周辺と国道１５３号沿いとなっています。地区の西では新町工

業団地の造成を行い、国道１５３号からのアクセス道路の整備と合わせて計

画的に企業を誘致した結果、良好な工業地が形成されつつあるので、さらに

企業誘致を推進する必要があります。 

 北大出地区と羽場地区については、伊北インターチェンジに隣接し、利便

性の高いことから宅地化の適地とされており、羽場駅周辺と国道１５３号周

辺に形成されている住宅地は、新市街地エリアとして位置づけられています。 

 北大出地区は主に農業地域であり、広範囲にわたり圃場整備が行われ、生

産性の高い農地であり、辰野町の農業をリードする積極的な生産活動エリア

に位置づけられています。その一方、春日街道先線（県道与地辰野線）の道

路整備周辺区域においては、土地の有効な利用の検討が必要です。伊北イン

ターチェンジの北側には北沢工業団地が形成されており、産業集積の基盤と

もなっています。また、近年では、国道１５３号沿いを中心とし良好な住宅

地としての需要も高まっています。 

 本地区は、春日街道先線（県道与地辰野線）の道路整備周辺地域の有効な

土地利用の検討をしつつ、それ以外の地域を大きく分けて３つの土地利用を

進めます。まず、北沢工業団地が形成されている伊北インターチェンジ周辺

については、流通の利便性が良く、広く平坦な土地を確保できる利点がある

ため、町の産業集積の基盤と位置付け、工業用地として土地利用を進めます。

次に国道１５３号沿いについては、良好な住宅地としての需要が高まってい

ることから、新市街地エリアとして位置付け、住宅地としての土地利用を推

進します。その他の地域については、農用地が広く分布しているため、生産

性の高い農用地として整備を進め、美しい田園景観の保全と創出を進め、無

秩序な宅地化を抑制し、宅地は新市街地エリアに誘導します。 
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カ 平出地区 

 本地区は、町の中心市街地から東にかけて形成され、北東部は岡谷市と諏

訪市に接しています。地区内の主要幹線道路は主要地方道下諏訪辰野線、主

要地方道諏訪辰野線、主要地方道伊那辰野（停）線であり、近隣都市や各地

区間を連絡する重要な役割を果たしています。また、この主要幹線道路を中

心として、その周辺に住宅地が形成されています。 

 本地区の土地利用は大きく市街地、農業地域、森林地域の３つに分かれて

おり、市街地は、天竜川を挟んで辰野駅前商店街から連続している平出商店

街が形成されており、その周辺に工業地と住宅地が形成されています。各地

区を結ぶ都市計画道路はほとんどが未整備であり、住宅地の中には未利用地

が数多く残存しています。今後、その利用価値を高めることが必要です。市

街地では、都市基盤整備等により良好な住宅地の形成が求められています。

市街地外は、ほとんどが森林地域であり、主要幹線道路周辺に農業地域が形

成されています。 

 本地区の北西には良好な自然環境として、ほたる童謡公園を中心としたホ

タル発生地があり、豊かな自然を背景として、人々に守られている重要な資

源でもあります。市街地外では、ホタルを中心とした生態系の保全と豊かな

自然環境の保全を図るとともに、良好な自然環境の形成と自然と調和した集

落地景観の維持・向上を図る必要があります。 

 

キ 東部地区 

 本地区は、農業地域と森林地域によって形成されています。地区内の主要

幹線道路は、主要地方道伊那辰野（停）線と県道与地辰野線であり、この主

要幹線道路の沿道に集落地が形成され、その周辺に基盤整備済みの農地が広

く分布しています。この地区の西側には、大規模公園である荒神山公園があ

り、また天竜川に接しています。荒神山公園は辰野町を代表する、スポーツ

公園、温泉施設、宿泊施設、美術館といったレクリェーション施設が集中し

ています。そのため、町内外から多くの利用者があり、情報の受発信や交流

イベントなど集散の場となっており、広域的な観光地として位置づけられて

います。 

 住宅地は地区の中央を縦断する主要地方道伊那辰野（停）線周辺に、上の

原住宅団地をはじめとする良好な住宅地が形成されています。 

 沢底地区は、ほとんどが森林地域に含まれていますが、山と山に挟まれた
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沢の道路に沿って、圃場整備事業により良好な農地と集落地から形成されて

います。またこの地区は、福寿草の自生地としての自然環境があり、地域の

人々に守られ育てられた大切な資源です。これらの良好な集落地環境と自然

環境の保全が望まれる地域です。 

 本地区は、地区の利便性を考慮した計画的な沿道型土地利用の形成や誘導

を図るとともに、自然環境と調和した良好な住宅地や集落地環境の整備が必

要です。また、多様な交流を育むため、近隣都市や各地区との連携を図りな

がら、荒神山公園の一層の整備・充実を進めることが必要です。 

 

ク 辰野地区 

 本地区は町の中心市街地に位置し、辰野駅前商店街とその周辺の住宅地で

形成されている地区です。昔から町の中心商業地として発展してきましたが、

近年では空き店舗の増加、商店街での購買力低迷等により空洞化が深刻化し

ているとともに、若年層を中心とした人口の流出が顕著な地域です。その要

因として、モータリゼーションの進展や郊外への大型店進出、商業機能の低

下が上げられます。このため、本地区は商業機能の強化・充実を図るととも

に、ポケットパーク等の適正な配置、沿道緑化等により、うるおいとやすら

ぎを与える街並みの形成、回遊性のある歩道の整備など、今までとは違う魅

力ある商店街の形成が強く求められます。また、本地区は鉄道によって土地

利用が分断され一体的整備が困難な状況でもあるため、駅前商店街と駅裏住

宅地の連絡機能の強化が求められます。 

 地区の北東には、ほたる童謡公園を中心としたホタル発生地があり、豊か

な自然を背景として、人々に守られている重要な資源でもあるため、ホタル

を中心とした生態系の保全と豊かな自然環境の保全を図る必要があります。 
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第３ 目標を達成するために必要な措置の概要 

 

１．公共の福祉の優先 

  

 町土の利用については、公共の福祉を優先させるとともに、その地域の自然的、社

会的、経済的及び歴史・文化的諸条件に応じて適正な利用を図ります。 

 このため、各種の規制措置、誘導措置などを通じた総合的な対策を実施します。 

 

２．国土利用計画の適切な運用 

  

 辰野町計画実現のため、国土利用計画法やこれに関連する土地利用関係法の適切な

運用、個別法に基づく土地利用計画について、計画相互の調整を図るとともに、社会

的・経済的諸条件の変化に対応し、辰野町計画に沿った見直しなど適正な土地利用を

図ります。 

 

３．地域整備施策の推進 

  

 地域の振興を基本に、町土の均衡のある発展を推進するため、各地域の持つ自然的、

社会的、経済的及び文化的条件を活かしつつ、整備諸施策を推進し、町土の有効利用

を図ります。 

 また、地域類型別で設定した３地区、地域別で区分した８地区を基本にし、その中

でも特に土地利用を誘導すべきものとして４つのエリアを設定し、当該地域の個性を

活かしながら機能的、効率的な土地利用を誘導します。 

 

 （１）にぎわい交流エリア 

 辰野駅前及び役場周辺を含んだ宮木地区、辰野地区、平出地区一部の商業、

工業機能、行政機能、住宅機能の集中地区を「にぎわい交流エリア」としま

す。既存の商店街や工業地域を活かし、魅力あふれる都市整備を推進し、商

店街の再活性化や新たな商業ゾーンの構築に取り組みます。 

 また、地区の大半を占める住宅地について、居住環境の更なる向上を目指

します。 

 このエリアについては特に、都市計画用途地域の区別に沿った土地の有効

利用を促進し、低未利用地の適切な利用へ誘導を積極的に行います。 

 町の中心拠点として、にぎわいを生み出し交流ができ、活力あふれる魅力 
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的なまちづくりを目指します。 

 

 （２）歴史・文化エリア 

 小野地区の国道１５３号沿い及び住宅街を「歴史・文化エリア」とします。 

この地区は、小野宿や矢彦神社等をはじめとする歴史的建物が多く存在して

いるため、歴史的建物を保存し、歴史と融合した良好な居住環境の整備を推

進していきます。 

 

 （３）観光レクリエーションエリア 

 辰野地区と平出地区のほたる童謡公園を中心としたホタル発生地、川島地

区の横川渓谷、横川ダム、ふるさと農村公園周辺、小野地区のしだれ栗森林

公園、東部地区の福寿草の自生地周辺を「観光レクリエーションエリア」と

します。 

 それぞれの地域ともに、自然とふれあえる観光地として、町民をはじめと

する多くの人々にうるおいとやすらぎを与えてくれるため、一層の整備・充

実を図る必要があります。 

 また、この自然環境は都市部にはない特別なものでもあります。整備だけ

でなく環境保全、治水利水、防災の面からも積極的に利用、活用していくこ

とが必要です。 

 

 （４）新市街地エリア 

 南部地区の国道１５３号沿いと羽場駅を中心とした地域を「新市街地エリ

ア」とします。 

 この地域は伊北インターチェンジに隣接し、隣町にも近く、利便性も高く

また、平地も多いことから宅地化の適地と見込まれ、需要も増え既に多くが

宅地化されています。しかし多くは農業地域であり、広範囲にわたり圃場整

備が行われ、生産性の高い農地であり、辰野町の農業をリードする積極的な

生産活動エリアに位置づけられています。さらに、伊北インターチェンジの

北側には北沢工業団地が形成されており、産業集積の基盤ともなっています。

そのため、利用目的を明確にし、地域の区別をはっきりさせ計画的に整備す

ることが重要です。 
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４．町土の保全と安全性の確保 

 

（１）町土の保全と自然災害などによる安全確保のため、治水施設等災害防止のた

めの施設整備と、天竜川流域内の土地利用の調和及び地形地質等の自然条件に配慮

した適切な土地誘導を図ります。 

 

（２）森林は、町民生活の安全性の確保に大きな役割を担っており、森林が持つ災

害の防止機能の維持増進を図ることが重要であり、保安施設の設置及び保安林の適

正管理に努めるとともに、森林管理水準の向上を目指した林道等必要な施設整備を

進め、町民の理解や参加、林業の担い手の育成など基礎条件の整備を進めます。 

 

（３）地震などの災害から町土の安全を確保するため、防災施設の整備、オープン

スペースの確保、ライフラインの機能強化などを図ります。また、急傾斜地、土石

流及び地すべり危険箇所並びに土砂災害計画区域等の適正な土地利用を進めます。 

 

 

５．環境の保全と美しい町土の形成 

 

（１）自然環境の保全、歴史的風土の保存及び公害の防止を図るため、事業の実施

に際しては、必要に応じて環境影響評価を行います。 

 

（２）地球温暖化対策を加速し、低炭素社会を構築するため、住宅、建築物におけ

る太陽光発電の導入等の省エネルギー対策を進め、環境負荷の少ない適切な土地利

用を図ります。 

 

（３）水と緑豊かな山林に囲まれたゆとりとうるおいのある町土を形成するため、

地域類型別区分に基づき、計画的な土地利用の誘導と調整を図ります。 

ア 市街地においては、公園、緑地空間などを積極的に確保し、美しく良好  

 な都市景観の形成を図ります。 

イ 田園集落山間地域においては、遊休・荒廃農地化を防止し、農用地など 

 の生産緑地空間の保全に努め、田園景観の維持、形成を図ります。 

ウ 自然環境保全地域においては、豊かな自然の残存する地域の積極的な保 

 護を進めるとともに森林育成支援と森林資源の保全を図ります。 

 

（４）社会経済状況の変化に伴う土地利用転換の動向に応じて、住居系、工業系、

商業系などの用途区分を見直しながら適正な土地利用への誘導を図ります。 
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（５）自然的景観に配慮し、緑化事業の推進や道路などへの緑地帯の確保等、周辺

景観に配慮した環境整備を進めます。 

 

（６）資源循環型社会の形成に向け、廃棄物の発生抑制（リデュース）、再利用

（リユース）、再資源化（リサイクル）の３Ｒ及び適正処理を一層推進するととも

に、発生した廃棄物の適正な処理を行うため、環境の保全、安全に十分配慮しつつ、

必要な用地の確保を図ります。 

 

６．土地利用転換の適正化 

 

（１）農用地の土地利用転換については、農業経営の安定及び地域農業や景観に及

ぼす影響に留意し、非農業的土地利用との総合的、計画的な調整を図りつつ、無秩

序な転用を抑制し、優良農地が保全されるよう十分配慮し、適正な土地利用転換に

努めます。 

 

（２）森林の利用転換については、森林の保全及び林業経営の安定に配慮し、災害

の発生、自然環境の悪化など公益的、多面的機能の低下を防止することに十分配慮

して、周辺の土地利用との調整を図ります。 

 

（３）大規模な土地利用の転換については、その影響が広範囲に及ぶことに配慮し、

周辺地域を含めて事前に十分調査を行い、地域住民の理解のもとに町土の保全と安

全性の確保に配慮しつつ適切な土地利用を図ります。 

 

７．町土の有効利用の促進 

 

（１）農用地 

 優良農地の適切な確保と管理の充実に努めるとともに、農用地の高度利用

を図ります。遊休農地や市街地、集落に隣接した農地等は、都市と農村の交

流の場として活用するなど、多面的な利用を進めます。 

 

（２）森林 

 木材生産等の経済的機能及び水源かん養などの公益的機能を増進するため、

森林資源の設備を積極的に推進します。また、環境保全に十分配慮しつつ、 
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自然とのふれあい、レクリエーション活動の場や観光資源への活用など、森

林の総合的な活用を図ります。 

 

（３）水面・河川・水路 

 本来の機能を維持するための整備を計画的に推進するとともに、地域の景

観と一体になった水辺空間や水辺で自然に親しめるよう親水空間の創出を図

ります。 

 

（４）道路 

 市街地の進展状況を的確に見極め、主要幹線道路や地区内道路等目的に応

じた整備を、防災機能の向上と併せ計画的に進めます。また、安全施設、ポ

ケットパークなどの設置による快適空間の形成と、歩道のバリアフリー化を

進めるとともに歩行者に優しい道路空間を整備します。 

 

（５）住宅地 

 居住環境の整備を促進するとともに、定住人口の確保を図るため、優良な

宅地開発を活用し、無秩序な開発と環境悪化を防止し、安全で快適な住宅用

地の供給を促進、誘導します。市街地においては、既存の居住環境の向上と

安全で災害に強いまちづくりを推進します。 

 また、高齢化社会に対応した良質な宅地供給と、憩いの場の確保等潤いの

ある居住環境の整備を促進し、空き家対策や低未利用地の有効活用等地域の

実情に応じた定住対策を図ります。 

 

（６）工業用地 

 社会、経済情勢及び企業の新規立地の動向を踏まえ、既存の工業系区域へ

の誘導を進めるとともに、自然環境や公害防止に配慮しながら、積極的に必

要な工業用地の確保に努めます。 

 

（７）その他の宅地 

 公共施設用地、レクリエーション、スポーツ施設用地等については、既存

施設、利用状況を考慮して、適切に配置します。また、住民等の多様な主体

の創意工夫によりにぎわいの創出を図ります。 
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（８）低未利用地等 

 新たな宅地や緑地帯、工業用地等の需要を調査し、意向がある場合は優先

的に活用するとともに、状況に応じて自然の再生を図るなど、地域の実情を

踏まえ有効利用を図ります。 

 また、耕作放棄地などの農用地については、生産のための基盤整備や農業

の担い手への利用集積の促進等により有効活用を図り、農用地としての活用

が困難な場合は、森林や宅地等へ計画的に転換するなどします。 

 

８．協働による町土管理の推進 

 土地所有者以外の者が、それぞれの特徴を活かして町土の管理に参加することは、

町土の管理水準の向上だけでなく、地域への愛着を深めるきっかけや、地域における

交流の促進、土地所有者の管理に対する関心の高まりなど、適切な町土の利用のため

の効果が期待できます。このため、行政による公的な役割、所有者による適切な管理、

協働のまちづくりを通じた町土の適切な管理に参画していく取り組みを推進します。 

 

９．その他 

 町土に関する情報を迅速かつ正確に収集、整備し、町民にわかりやすい情報提供に

努めるとともに、土地基本法に定める「土地についての基本理念」の普及啓発を行い、

土地所有者の良好な土地の管理と有効利用を図るよう誘導します。 




